
瑞穂市告示第  号 

公募型プロポーザル方式による企画提案書募集に関する公表 

 次のとおり企画提案書を募集します。 

平成２９年６月２９日 

瑞穂市長 棚 橋 敏 明    

 

１ 業務概要 

 

（１）業務名   

瑞穂市プロモーションビデオ制作業務委託 

（２）業務の目的 

瑞穂市（以下「市」という。）が持つ様々な魅力を市内外の多くの人に対し、

戦略的に情報発信することで、市の認知度を高め、交流人口の獲得を目指すと

ともに、若者や女性の視点に立ったＰＲにより、将来的な定住人口の増加につ

なげることを目的とする。 

（３）業務内容 

別添「業務説明書」のとおり 

（４）契約期間 

 契約締結の日から平成３０年３月１６日（金）まで 

（５）業務委託費の上限額 

 ２，０００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 実施形式 

 

 公募型プロポーザル方式 

 

３ 応募資格 

 

申し込み時において、次に掲げる条件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令



第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）の規定に該当する者

でないこと。 

（２）対象業務における市での平成２８・２９年度入札参加資格者名簿（瑞穂市契

約規則取扱要領（平成１５年瑞穂市告示第１２号）に定める入札参加資格者名

簿をいう。）に登載されていること。 

（３）瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱（平成１５年瑞穂市訓令第１

９号）第２条の資格停止を受けていないこと。 

（４）瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年瑞穂市告

示第１５７号）第５条の入札参加資格停止措置を受けていないこと。又は同要

綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

（５）経営不振の状態でないこと。 

（６）当該業務における同程度の請負実績を有すること（内容を証する書類を参加

申込書に併せて提出すること）。 

 

４ 募集方法等 

 

（１）業務説明書の交付期間等 

（ア）交付期間 平成２９年６月２９日（木）から平成２９年７月１９日（水）

まで（土、日曜日及び祝日を除く。受付時間：午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 

（イ）交付場所 市ホームページ、瑞穂市役所総務部管財情報課（瑞穂市別府

１２８８番地 穂積庁舎３階） 

（ウ）交付方法 市ホームページからダウンロード及び窓口配布 

（２）参加申込書等の提出期間等 

（ア）提出期間 平成２９年６月２９日（木）から平成２９年７月１９日（水）

まで（土、日曜日及び祝日を除く。受付時間：午前８時３０

分から午後５時１５分まで。） 

（イ）提出場所 管財情報課 

（ウ）提出方法 持参すること（郵送・ＦＡＸ又は電子メールによる提出は認

めない）。 



（３）提案書の提出期間等 

（ア）提出期間 平成２９年７月２５日（火）から平成２９年８月４日（金）

まで（土、日曜日及び祝日を除く。受付時間：午前８時３０

分から午後５時１５分まで。） 

（イ）提出場所 管財情報課 

（ウ）提出方法 持参すること（郵送・ＦＡＸ又は電子メールによる提出は認

めない）。 

 

５ 提案採用の基準及び方法 

 

（１）本プロポーザルの審査は、提出された参加申込書及び企画提案書を別に設置

する委員会において、企画提案書のプレゼンテーション及びヒアリング等によ

る審査（総合評価）を行い、最優秀提案者ならびに次席者を選定する。なお、

同点となった場合は、見積金額が安価なものを上位とする。 

 

（２）評価基準 

評価項目 評価の視点・判断基準 配点 
１．体制・人員 本業務を迅速かつ正確に実行するた

めの体制、人員が確保されている
か。 

10 点 

２．実績 本業務を実行できるだけの実績やノ
ウハウを有しているか。 

10 点 

３．企画提案の内容 本業務の目的を理解し、企画に反映
しているか。 10 点 

本市の魅力を適切にとらえ、プロモ
ーションに適した内容の提案となっ
ているか。 

10 点 

独創性に富み、話題を呼ぶことが期
待できる内容か。 

20 点 

視聴者が瑞穂市に関心を持ってもら
うことが期待できる内容か。 

20 点 

具体的かつ現実的な工程となってい
るか。 

10 点 

４．価格 提案の内、最低提示額〔  〕÷提
案者の提示額〔  〕×10 点 
※消費税込で算定。小数点以下は四
捨五入 

10 点 

合  計 100 点満点 



６ スケジュール（予定） 

 

内容 日程 
手続き開始の公表 
市ホームページに掲載 
参加申込書の受付開始 

6 月 29 日（木）午前 8 時 30 分から 

業務説明書の交付期限 7 月 19 日（水）午後 5 時 15 分まで 
質疑書の受付期限 7 月 12 日（水）午後 5 時 15 分まで 
質疑書への回答期日 7 月 18 日（火）まで 

ホームページにて公開 
参加申込書等の提出期限 7 月 19 日（水）午後 5 時 15 分まで 
参加資格要件確認結果通知期限 7 月 24 日（月）まで 

電子メールにて通知 
提案書の提出期間 7 月 25 日（火）午前 8 時 30 分から 

8 月 4 日（金）午後 5 時 15 分まで 
提案書及びプレゼンテーションに
よる審査（総合評価） 

8 月 9 日（水）（予定） 
時間及び場所は、電子メールにて通知 

 

７ その他の留意事項 

 

詳細については「業務説明書」を必ず参照のこと。 

 

８ 問い合わせ先 

 

（１）契約手続きに関する問い合わせ 

〒５０１－０２９３ 

住所 岐阜県瑞穂市別府１２８８番地 穂積庁舎３階 

担当 瑞穂市役所 総務部 管財情報課 

電話 ０５８－３２７－４１３１ 

FAX  ０５８－３２７－４１０３ 

Ｅメール kanzai@city.mizuho.lg.jp 

 

（２）業務内容に関する問い合わせ 

〒５０１－０２９３ 

住所 岐阜県瑞穂市別府１２８８番地 穂積庁舎３階 

担当 瑞穂市役所 企画部 企画財政課 



電話 ０５８－３２７－４１２８ 

FAX  ０５８－３２７－４１０３ 

Ｅメール kikaku@city.mizuho.lg.jp 

  瑞穂市ホームページ「プロポーザル情報」のページ 

  http://www.city.mizuho.lg.jp/5888.htm 


